
1 

 

平成平成平成平成 22228888 年第年第年第年第 3333 回定例会回定例会回定例会回定例会        産業建設産業建設産業建設産業建設常任委員会記録常任委員会記録常任委員会記録常任委員会記録    

開 催 

日 時 

開会：平成 28 年 9 月 9 日 午後 1 時 30 分 

散会：平成 28 年 9 月 9 日 午後 3 時 10 分 
招集場所 第 3 委員会室 

付 託 

事 件 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号） 

議案第 130 号 平成 28 年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 131 号 平成 28 年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号） 

出 席

委 員 

小 野  正 昭 小 玉  忠 重 信 宮  徹 也 加 藤  美 香 

源  正 樹 二 宮  一 朗 宇都宮 明宏  

説明員 

産業建設部長  

二 宮 紀 夫 

産業建設部経済振興課長 

和 氣 岩 男 

産業建設部農業水産課長  

三 瀬    功 

産業建設部林業課長   

三 瀬 計 浩 

産業建設部建設課長 

岩瀬  布二夫 

産業建設部下水道課長 

時  谷  正 

農業委員会事務局長 

水 口 栄 次 

明浜支所産業建設課長  

山  下   玉 

野村支所産業建設課長  

辻  信 一 

城川支所産業建設課長  

山 師  義 男 

三瓶支所産業建設課長  

滝 野  広 明 

産業建設部農業水産課  

係長 桐 山  正 男 

産業建設部下水道課  

課長補佐 松 下  徳 隆 

産業建設部林業課 

課長補佐 中城 多喜恵 

産業建設部経済振興課 

課長補佐 竹 内 克 之 

傍聴者    

小玉副委員長 

 

小野委員長 

小玉副委員長 

二宮産業建設部長 

小玉副委員長 

 

 

小野委員長 

 

三瀬農業水産課長 

 

小野委員長 

二宮委員 

 

 

 

 開会宣告を行うと共に、委員長に挨拶を促す。  

開会 午前 9 時 00 分 

 挨拶を行う。 

 二宮産業建設部長に挨拶を促す。 

 挨拶を行う。 

 議案審査前の諸注意を行う。委員長に進行を促す。 

 【農業水産課所管分】 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）農業

水産課所管分について、説明を求める。 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）農業

水産課所管分について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。質疑はございませんか。 

２点教えてほしいんですけれども、ミシマサイコの機械導入という説

明がありましたけれども、ミシマサイコは野村地域と宇和の地域で最

近結構増えていると聞いているんですけれども、両方が使えるような

かんじで１台という理解でよろしいんでしょうか、というのがひとつ
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三瀬農業水産課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二宮委員 

 

 

 

 

 

 

 

二宮産業建設部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、もう一つは賀茂地域の水田地下水制御システム、ちょっとこれが

どんなものか、ざっくりわかれば。イメージができないのでお願いし

ます。 

只今のご質問でございますが、ＧＦＳ生産組合は委員ご指摘の野村・

宇和両地区の農家の方が参加をされております組合でございますの

で、当然この健康茶の制作の事業につきましては全員参加ということ

で考えております。それと、水田地下水制御システム整備促進事業の

事業概要でございますけれども、おおまかに言いますと、「弾丸暗渠

排水」を、一般的には暗渠排水で弾丸暗渠をやるんですけれども、こ

れが逆に、その排水を、水をためることができると。水位を調整する

システムが付きます。ですから、水を排除するシステムと、水を一定

の位置で水位を保つシステムと、両方を兼ね備えるということで、そ

のことによりまして収穫量の増大が図れるという新しいシステムで

ございます。先進県であります山口県においても既に導入されている

事業でして、愛媛県としては今回はじめてモデル事業で実施される事

業になっております。以上でございます。 

ありがとうございました。ミシマサイコの乾燥機については、ちょっ

と範囲が広いので１台でご不便ではないのかなという思いで質問し

ました。機械がどいうものかわらかないのがあれなんですけれども、

宇和の人が野村まで運ばれるのかな、という自分の中のイメージだっ

たわけですが、宇和に１台・野村に１台というお考えはなかったのか

なというのが１点と、いまのあの、地下水の制御システム、いまの水

路を使って、途中で貯水池みたいなものをつくるというイメージなん

でしょうか。 

二宮委員がご指摘のとおり、ミシマサイコの関係につきましては今回

そういうことで利活用をできるかどうかということを探りながらや

っていきたいという部分もございまして、収穫されたものを乾燥をし

ての処理になりますので、逐一そのたびに持っていくということでは

なくて対応ができようと思います。一同、お茶としてどの程度需要が

あるのかという部分も含めて、いままでも少しずつ乾燥してやってみ

たけれどもやれそうだという部分もありましての取り組みですので、

ご指摘のように今後ですね、これが非常に活用していただく、販路が

広がっていくということになれば、ご指摘いただきましたように１台

のみならず今後のことも考えていきたいと思います。それから、水田

の地下水、制御システムの関係でございますけれども、いわるゆるこ

れは田んぼを有効活用するという意味で、畑作のものも利用できるよ

うにしたいということで、地下潅漑と暗渠排水の両機能を備えるよう

な形のものになります。格子状にハイプを引くことによって、ためる

ときにはそこから水を出して、排水のほうは止めておく。こんど、逆
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信宮委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐山農業水産課係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信宮委員 

 

 

桐山農業水産課係長 

 

 

小野委員長 

 

 

 

 

に排水のときには、排水のほうを開けてですね、水のほうを供給しな

いで排水のみの機能を果たしていくというようなことで考えられて

おるようでございまして、東中南予１箇所ずつ今回試してみたいとい

うお話しでございまして、東予が西条市、中予が伊予市、南予が西予

市ということで、いわゆる田園地帯を対象に 30 アールだけですけれ

どもやってみたいというようなことで、今後これがうまくいくとです

ね、宇和あたりの水田地域でも現在は米作のみに終わっているところ

も、もう少し有効活用できるのではないかということの試しの取り組

みというふうにご理解いただいたらと思います。  

いまほどの二宮委員の質問と多少重複する点があるかと思いますが、

新規作物の産地育成事業ということでミシマサイコ、いままでは根と

種とを取っていたと思いますが、それで今まで捨てていた葉や茎をお

茶にしていこうということで大変いい取り組みではないかと思うん

ですけれども、この葉と茎の部分をお茶にするということはほかでは

やっていたことなのか、西予市で今回初めて取り組むようなことなの

か。先ほどの部長さんのほうからちょっとありましたけれども、今後

の販売の見通しなどをもう少し詳しく聞けれたらなと思いましたの

で質問いたしました。  

信宮委員さんからのご質問でございますけれども、ちょっとはっきり

と県のほうの話を覚えていないのですが、他県でもお茶の取り組みと

いうのをされておられます。今回、乾燥機導入に当たってはですね、

部長からも説明がございましたとおり、試験的に１ヘクタールを対象

にして取り組むものでございます。販売の予定でございますが、道の

駅等にいろいろな乾燥した葉っぱのお茶があるかとおもいますが、そ

ういった形で製造販売を予定しているところでございます。今後の予

定でございますが、そのような需要の見込みによりまして、各地区そ

のようなところに機械などとあわせてご支援をしたいというふうに

考えております。今回は試験的な取り組みということになります。 

ありがとうございます。ちょっと聞き忘れたんですが、ミシマサイコ

の効能といいますか、そういった点はわかりますか。 

暫時休憩（午後１時 57分～午後２時 00 分） 

只今のご質問でございますが、『種』それから『根』の効用が同じく

あるように思われますことから、今回健康茶として製造販売を考えて

いるものでございます。 

ほかにございませんか。質疑もないようでございます。質疑を終結し、 

採決に入りたいと思います。これにご異議ございませんか。異議なし

と認めます。お諮りいたします。議案第 123 号 平成 28 年度西予市

一般会計補正予算（第 4 号）農業水産課所管分につきまして、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委員会といたしまし
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小野委員長 

 

時谷下水道課長 

 

小野委員長 

 

 

 

 

 

小野委員長 

 

時谷下水道課長 

 

小野委員長 

二宮委員 

 

松下下水道課長補佐 

 

 

小野委員長 

 

 

 

 

 

小野委員長 

 

時谷下水道課長 

 

小野委員長 

源委員 

 

 

 

ては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩（午後２時 02 分～午後２時 04 分） 

【下水道課所管分】 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）下水

道課所管分について、説明を求める。 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）下水

道課所管分について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。質疑はございませんか。質疑がないよう

ですので、質疑を終結し採決に移りたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第 123 号 

平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）下水道課所管分につ

きまして、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委

員会といたしましては、原案どおり可決することに決しました。 

議案第 130 号 平成 28 年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第 1 号）について、説明を求める。 

議案第 130 号 平成 28 年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第 1 号）について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。質疑はございませんか。 

この使用料 20 千円の減額ということですけれども、未収なのか、や

められたのか、理由がもしわかりましたら。 

失礼します。農業集落排水は使用料は全額徴収いたしておりますの

で。一応、見込みで 20 千円の計上をしておりましたが、全額回収し

ておりますので、ここで減額しております。 

ほかにございませんか。質疑がないようですので、質疑を終結し採決

に移りたいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと認

めます。お諮りいたします。議案第 130 号 平成 28 年度西予市農業

集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）につきまして、原案に賛成

の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委員会といたしましては、

原案どおり可決することに決しました。 

議案第 131 号 平成 28 年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第 2 号）について、説明を求める 

議案第 131 号 平成 28 年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第 2 号）について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。質疑はございませんか。 

先ほどの予算書の頁の債務負担行為についてお伺いいたします。企業

会計ということでおそらく公営企業のほうに今後公共下水道事業の

ほうを組み入れることと思います。いつ、公営企業のほうに下水道事

業を組み込まれる予定なのか、まずそれを１点お伺いいたします。 
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時谷下水道課長 

 

源委員 
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小野委員長 

 

三瀬林業課長 

 

小野委員長 

宇都宮委員 

 

 

 

 

三瀬林業課長 

 

 

 

 

 

 

 

只今の質問でございますが、企業会計に移行するのは平成 32 年４月

に移行する計画で進めております。以上でございます。 

あの、ちょっとこれ私わからないので教えていただければと思うので

すが、先ほどの農業集落排水のほうと、この公共下水のほう、まあ、

事業規模というか、それは違っているんですが、まあ、似たような感

じのように受け取っているんですけれども、今回公共下水のほうだけ

公営企業へ入れるようになった理由というか、経緯についてご説明い

ただければと思うのですが、お願いいたします。 

只今の源議員さんの質問でございますが、総務省におきまして人口３

万人以上の地における公共下水道事業の地方公営企業法適用が要請

されております。その、同法適用のために移行体制を整理するもので

あります。農業集落排水事業とは事業が別であります。 

ほかにございませんか。質疑がないようですので、質疑を終結し採決

に移りたいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと認

めます。お諮りいたします。お諮りいたします。議案第 131 号 平成

28 年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）につきま

して、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委員会

といたしましては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩（午後２時 16分～午後２時 20 分） 

【林業課所管分】 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）林業

課所管分について、説明を求める。 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）林業

課所管分について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。質疑はございませんか。 

この事業、緑の少年隊の育成事業 80 千円、県のお金らしいんですけ

れども、ただ歳入のほうで見ると「少年団」という言葉が使われてお

りまして、ある程度ぼやっとイメージはわくんですけれども、この事

業の全体像をある程度把握したいなと思いますので、詳細をちょっと

説明していただいたらと思います。 

今回、新規結成ということで県の補助が 100％受けれることとなって

おります。県の要綱につきましては、緑の少年団活動事業費補助金と

いうことで、「緑の少年団」ということになっております。現在、西

予市におきましては小・中学校あわせまして５団体がございまして、

城川中学校緑の少年団、田の筋緑の少年団。田の筋につきましては地

区のほうで結成をされております。野村小学校緑の少年隊、明浜小緑

の少年団、三瓶小学校緑の少年団、今回、明間小緑の少年団が新規に

結成されることになっております。それぞれ、年間を通して活動をさ
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小野委員長 

 

岩瀬建設課長 

 

小野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野委員長 

 

和氣経済振興課長 

れている状況でございます。なお、西予市のほうの事務事業につきま

しては先ほどございました「緑の少年隊育成事業」ということになっ

ております。 

１点確認というか、明間小学校で結成されるというふうに説明があっ

たと思うんですが、ただ、明間小学校の場合、今年、来年４月にはい

わゆる皆田小学校との学校再編が予定されると思います。今年１年だ

けの活動になるのかというのがちょっと疑問でしたので、そのあたり

を説明いただいたらと思います。 

いまほどご指摘のありました小学校の統合につきまして、明間小学校

は平成 29 年の４月に皆田小学校のほうに統合となっております。今

回の事業につきましては、明間小では今年度１年限りということにな

りますが、統合後も続けて活動を続けていただくようにお願いをして

おります。４月からは皆田小となりますので、あたらしくまた、新規

に結成という形になります。 

質疑がないようですので、質疑を終結し採決に移りたいと思います。

これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。お諮りいたしま

す。議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）林

業課所管分につきまして、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手

全員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決することに決

しました。 

暫時休憩（午後２時 26分～午後２時 37分） 

【建設課所管分】 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）建設

課所管分について、説明を求める。 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）建設

課所管分について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。質疑はございませんか。質疑もないよう

ですので、質疑を終結し採決に移りたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第 123 号 

平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）建設課所管分につき

まして、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委員

会といたしましては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩（午後２時 43 分～午後２時 50 分） 

【経済振興課所管分】 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）経済

振興課所管分について、説明を求める。 

議案第 123 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）経済
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小野委員長 

二宮委員 

 

 

二宮産業建設部長 

二宮委員 

 

 

 

和氣経済振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二宮委員 

 

 

 

 

 

 

和氣経済振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振興課所管分について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。質疑はございませんか。 

いまご説明のあった事業の中の、米博のリノベーションの件で一般質

問のときに部長がアイネットでしたか、その中に事務所みたいなもの

を置いたらいいと言われたのは。 

宗部長ですね。 

宗部長ですか、宗部長が言われたと思ったんですがほかにもいろんな

構想があるようですが、ちょっとあまり詳しい説明がされていないと

私は思うので、どういう形に米博がなっていくのかというのがある程

度わかれば教えていただけたら。それと時期と。 

米博物館リノベーション事業につきましては、現在宇和の小学校の上

にあります米博物館に置きまして、教室の一部を改修いたしまして、

防音・防火設備をふくめまして、あとインターネット環境関係を設け

まして世界につながる教室をつくろうではないかということで各企

業さんから教室に、その施設に入っていただきまして、そこから都会

と西予市をつなぐような事業をそこで行っていただくような形で考

えております。現在のところ、12 月頃に工事完了といたしまして、

それから入っていただくような計画でおります。実際にＩＴ関連企業

とか、そういう企業さんが今年直接会社のほうから入ってくるのでは

なくて、そこと繋がるような施設で事業を展開していただくような仕

組みを作る考えでございます。以上でございます。 

教室もあそこは沢山あると思うんですが、数も数えたことはないんで

すけれども、その中でどのくらいの数がそういう、聞いたら「サテラ

イトオフィス」みたいなかんじになるということですよね。そういう

のにどのくらいの数をされるのかというのと、いま表側というか雑巾

がけレースの廊下があるわけですけれども、出入り口はまた裏かどこ

かにつくられるのか、ちょっとそいうところのイメージだけお願いし

ます。 

いまご質問にありました、雑巾がけレースのほうは直接そのまま使っ

ていただくというような形で、廊下を通した中の教室のひとつひとつ

を使っていただくような計画でございます。現在のところ、いま整備

を進めているのが３教室につきましては入っていただくようなこと

で進めております。もう一つの教室につきましては、各会社からこら

れた方が一緒にひとつの教室をシェアしていただくような形で進ん

でいるような計画でございます。今度、この米博物館を指定管理者の

ほうへ委託いたしましてそこで進めていただくような形で６月の議

会のほうでも条例改正のほうで指定管理者のほうに受け入れられる

ような条例改正をしているような状況でございます。以上、答弁とさ

せていただきます。 
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源委員 

 

 

 

 

 

和氣経済振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

源委員 

 

 

 

 

 

小野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

小玉副委員長 

財源の組み換えの関連になって非常に申し訳ない部分でございます

けれども、去年始まりましたいわゆる「経済振興資金供給モデル事業」

なんですけれども、昨年度に関しては３件から４件程度問い合わせが

あって、というふうに聞いております。今年度、平成 28 年度のほう

もまあ継続という形で事業を行われておりますが、現在までの問い合

わせ状況とか、そのあたりのほうの説明をお願いいたします。 

経済循環モデル事業につきまして、いま経済振興課のほうで受けてい

る事業につきましては、この事業につきまして最初に銀行さんのほう

に相談のほうに行っていただいて、銀行の融資を受けていただくこと

が条件となっておりますので、そこの件が現在申請が出ているという

ことで１件いま伺っております。まだ、市のほうには直接は申請が出

てきておりませんので、また申請が出ましたら市の方の審査会にもか

けて進める状況でございます。それ以外にも、28 年度になりまして

も１～２件の問い合わせのほうをいただいている状況でございます。 

この事業自体、『金融機関の審査を経て、直接事業社に対して市が出

資金を提供できる』という非常に画期的な制度だと思っております。

今年度あと半分以上残っておりますが、ぜひこのような制度を活用し

ていただきまして、市内での操業・起業のほうにつなげていただけれ

ばと思っております。以上でございます。 

暫時休憩（午後３時 01 分～午後３時 08 分） 

質疑はほかにございませんか。質疑もないようですので、質疑を終結

し採決に移りたいと思います。これにご異議ございませんか。異議な

しと認めます。お諮りいたします。議案第 123 号 平成 28 年度西予

市一般会計補正予算（第 4 号）経済振興課所管分につきまして、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委員会といたしま

しては、原案どおり可決することに決しました。以上で、本日付託さ

れました議案についてはすべて終了いたしました。これにて、当委員

会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 

ご起立ください。以上で平成 28 年第３回定例会産業建設常任委員会

を閉会いたします。礼。ご苦労様でした。 

 

午後 3 時 10 分をもって、審査を終了する。 

 

 


